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（３）急性心筋梗塞 

施策の現状・課題 

○ 本県の心疾患による死亡者数は、平成８年以降死因の第２位となっており、平成

２０年では８，４２０人と、死亡者総数の１７．９％を占めています。また、人口

１０万対の死亡率は１３９．４で、全国平均１４４．４を下回っています。 

○ 心疾患を発症しないためには、高血圧、脂質異常症、肥満、糖尿病を予防するこ

とが重要であり、そのためには代謝を促進し、内臓脂肪を減らすことが求められる

ため、適正な食生活と運動習慣、歯の健康づくりによって生活習慣の改善を行う必

要があります。 

○ 虚血性心疾患*は動脈硬化が原因であり、喫煙や受動喫煙により、虚血性心疾患

の発症リスクが増大することが確認されています。このため、受動喫煙の防止や禁

煙の支援に関する情報提供等のたばこ対策が求められます。 

○ 医療保険者が実施する特定健診*・特定保健指導*において、４０～７４歳の加入

者を対象に、メタボリックシンドローム*（内臓脂肪症候群）の概念を導入した生

活習慣病予防のための健診を実施するとともに、一定の基準に該当する者に対し、

心電図の検査を実施し、心疾患ハイリスク者の早期発見に努めています。 

○ 健診結果に応じて医療機関への受診を勧奨したり、一人ひとりの生活習慣の改善

に主眼を置いた保健指導を実施するなどにより、心疾患の発症予防に努めます。 

○ 心臓が止まるような不整脈が生じた場合には、正常に戻すために心臓に電流を流

す「除細動」を早く行うほど救命の効果があります。国では、平成１６年７月１日

からＡＥＤ*（自動体外式除細動器）の使用を一般市民に認めました。本県では、

平成１７年度に各健康福祉センターにＡＥＤを設置したのをはじめ、県有施設に設

置されているＡＥＤの公表や、講習会の開催、機器の貸し出し等を行うなど普及啓

発に努めています。 

 

循環型地域医療連携システムの構築 

○ 急性心筋梗塞の循環型地域医療連携システムは、県民が身近な地域で質の高い急

性心筋梗塞医療を受けることができるよう、かかりつけ医、急性心筋梗塞対応医療

機関などとの連携により構築します。また、行政や保険者による特定健診・特定保

健指導や心疾患に関する知識の普及・啓発などの生活習慣病の予防施策も含まれま

す。 

○ かかりつけ医は、動悸や胸の痛み等の自覚症状のある患者について、専門的な医

療機関で治療を受ける必要があるとされた場合、患者の状況に応じて、身近な急性

心筋梗塞対応医療機関へ紹介するとともに、退院後は、急性心筋梗塞対応医療機関

と連携し、患者の継続的な療養管理や指導を行います。 
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○ 急性心筋梗塞対応医療機関（急性期）は、千葉県保健医療計画策定に関する調査

（平成２２年８月）により、急性心筋梗塞の治療が可能と回答した医療機関です。

急性心筋梗塞対応医療機関（急性期）は、かかりつけ医の紹介や救急隊による搬送

患者に対して、急性心筋梗塞に係る専門的な治療を行います。また、急性心筋梗塞

対応医療機関（回復期）は、心機能の回復や当該疾患の再発予防等のため、関東信

越厚生局へ「心大血管疾患リハビリテーションⅠ、Ⅱ」を届け出し、個々の患者に

合わせた運動療法等を行う医療機関となります。患者は、急性期治療が終わり、病

状が安定した後には、急性心筋梗塞対応医療機関（回復期）等で、引き続きリハビ

リテーションを受けることになります。 

○ 高度の急性心筋梗塞の治療等に対応可能な医療機関を、全県（複数圏域）対応型

連携拠点病院として、急性心筋梗塞対応医療機関と連携し、県内の急性心筋梗塞医

療水準の向上等に取り組んでいきます。なお、全県（複数圏域）対応型連携拠点病

院は、①特定機能病院、②県立病院、③国立病院（国立病院機構、独立行政法人を

含む）、④救命救急センターへ対応可能な医療機能について確認したうえ、位置付

けを行っています。 

○ 今後、千葉県共用地域医療連携パスの普及を進め、急性心筋梗塞の循環型地域医

療連携システムが円滑に運用されることで、患者が急性心筋梗塞対応医療機関での

治療中に、地域のどの医療機関で引き続き一連の治療が受けられるのか、家族を含

めて理解できるようにします。このように、急性心筋梗塞対応医療機関と地域のか

かりつけ診療所等が、それぞれの機能に応じた役割分担に基づき連携を強化するこ

とにより、効果的な急性心筋梗塞の医療体制の整備を進めます。 
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施策の具体的展開 

〔健康づくりの推進〕 

○ たばこと健康に関するに正しい知識の普及、未成年者の喫煙防止、受動喫煙防止

対策、禁煙の支援に関する情報提供等のたばこ対策を推進します。 

○ 生活習慣病の予防には、継続した運動習慣を持つことが重要であるため、ホーム

ページや健康教育・講演会の機会を活用し、手軽に実践できる運動について、知識

の普及や情報の提供を実施します。 

○ 地域の実情に合わせたうす味習慣定着化や健康づくり推進活動等を行っている

食生活改善推進員に対する研修等を実施します。 

○ 栄養成分の表示や、健康に配慮したメニューを用意したり健康・栄養情報を発信

する『健康ちば協力店』を通じて、食環境の整備を図ります。 

○ しっかり噛んで食べる習慣化や歯周病予防等に関する正しい知識の普及を推進

します。 

 
〔特定健診・特定保健指導の効果的な実施を支援〕 
〇 心疾患の予防にはメタボリックシンドローム*の該当者や予備群を減らすことが

重要です。そのため、メタボリックシンドロームに焦点を当てて実施している特

定健診や特定保健指導が効果的に実施されるよう、これらに従事する人材の育成

や好事例の情報提供等を通じ支援します。 
○ ハイリスク者へのアプローチとして、特定保健指導において一人ひとりの状態に

あった運動指導や食事指導が効果的に実施できるよう、従事者に対する研修を実施

します。 

 

〔地域保健・職域保健の連携推進〕 

○ 保健事業を効果的・効率的に実施し生活習慣病対策の推進を図るため、地域・職

域連携推進協議会*を活用し、地域保健と職域保健の連携を推進します。 

 

〔ＡＥＤの普及啓発〕 

○ ＡＥＤ*の使用方法を含めた心肺蘇生法等の応急処置に関する知識及び技術等に

ついて、地域住民への一層の普及啓発に努めます。 

○ 学校や不特定多数の人々が利用する公共施設へのＡＥＤ設置を促進するととも

に、民間事業者等が自発的にＡＥＤを設置するよう働きかけます。 

○ また、官民を問わず県内にあるＡＥＤの設置場所をより簡便に把握できるよう、

地図情報にＡＥＤの設置場所等（施設名・住所・取付位置・使用可能な日時等）の

情報を提供するシステムを構築します。 
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評価指標 
〔基盤（ストラクチャー）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

急性心筋梗塞の治療(開

胸、経皮的冠動脈形成術)

が２４時間実施可能な病

院を有する二次保健医療

圏数 

７医療圏 

（平成２２年６月） 

９医療圏 

（平成２７年度） 

ＣＡＢＧ（冠動脈バイパス

手術）*の実施が可能な病院

を有する二次保健医療圏

数 

８医療圏 

（平成２２年６月） 

９医療圏 

（平成２７年度） 

心大血管疾患等リハビリ

テーション（Ｉ）、または

（ＩＩ）の届出施設を有す

る二次保健医療圏数 

８医療圏 

（平成２２年６月） 

９医療圏 

（平成２７年度） 

 

 

〔過程（プロセス）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

喫煙する者の割合 

成人男性２９．６％ 

成人女性１０．９％ 

（平成２１年１１月） 

男性２６％以下 

女性  ６％以下 

（平成２４年度） 

肥満者の推定数 

男性（２０～６０歳） 

２９．９％ 

女性（４０～６０歳） 

１９．８％ 

（平成１７年度） 

男性（２０～６０歳） 

２０％ 

女性（４０～６０歳） 

１７％ 

（平成２４年度） 

運動習慣のある者の割合 

成人男性 

３１．２％ 

成人女性 

２８．９％ 

（平成１７年度） 

成人男性 

４６％以上 

成人女性 

３６％以上 

（平成２４年度） 
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指  標  名 現 状 目 標 

健診実施率 
３９．０％ 

(平成２０年度) 

８０％ 

（平成２４年度） 

急性心筋梗塞の診療を行

う病院における地域医療

連携パス（急性心筋梗塞）

導入率 

１１％ 

（平成２２年６月） 

※千葉県共用地域医療連携 

パスのみの実績 

５０％ 

（平成２７年度） 

※地域医療連携パスを 

幅広く含む 

退院患者平均在院日数 

（虚血性心疾患） 

１３．３日 

（平成２０年９月） 

１１．３日 

（平成２７年度） 

 
 

〔結果（アウトカム）〕 

指  標  名 現 状 目 標 

虚血性心疾患による死亡

率(人口千対) 

男性０．５１ 

女性０．３７ 

（平成１７年） 

男性０．５１ 

女性０．３８ 

（平成２４年度） 

 
 

【 図表 2-1-1-2-3-1 心疾患による死亡者数と死亡率の推移 】 
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資料：人口動態統計（厚生労働省） 


